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令和 5 年度市民センター使用料減免登録申込について（お知らせ） 

登録受付期間 令和 5 年 2 月 1 日（水）から令和 5 年 2 月 28 日（火）まで 

手続きに必要な書類等 

新規申込 継続申込 

町内会 
町内会 

以 外 

10 割減免 

（2～5 項の団体除く） 

5 割 

減免 

① 
仙台市市民センター使用料減免登録申込書 

※用紙は当センターで用意しております 
○ ○ ○ ○ 

② 会則 － ○ － ○ 

③ 
事業計画書 

※直近のもの 
－ ○ － ○ 

④ 
名簿 

※氏名・住所が記載されている最新のもの 
－ ○ － ○ 

⑤ 減免登録証の写し － － ○ ○ 

⑥ 
利用者カード 

※市民利用施設予約システムの利用登録をしている場合 
○ ○ ○ ○ 

     ※上記以外に収支予算・決算書の提出を求める場合があります。 

★申込みにあたっての留意点 

  （１）減免登録証の減免区分が 2～5 項に該当する 10 割減免団体は継続申請不要です。 

     ※減免区分は減免登録証の上部に記載されています。 

  （２）減免登録申込書に記載された「会の目的・活動内容」（団体本来の活動）で市民 

センターを使用する場合に使用料が減免されますので、申込書には具体的な活動 

内容をご記入ください。 

  （３）期間内に減免登録手続きが行われない場合、令和 5 年度 6 月分以降の利用について 

使用料が減免されない場合がありますのでご注意ください。 
 

 ★地域利用団優先申込について 

・地域利用団体登録届出書を提出する場合は、減免登録申込書と合わせて提出してください。 

・届出書には，名簿（氏名・住所・学区の記載のあるもの）を添付してください。 

※減免登録証の減免区分が 2～5 項に該当する 10割減免団体で、平成 24年度以降に登録を受けて 

いる団体は届出不要です。 

  ・６月使用分の優先申込み予定がある団体は、3 月５日までに承認されるよう早めの申請を 

お願いします。             ★詳しくは窓口にお問い合わせください。 

令和 5年 2月 1日号 

松森市民センターだより 
〒981-3111 仙台市泉区松森字城前 9-2 ☎776-9510／Fax776-9512 

ホームページ：検索サイト「仙台市松森市民センター」で検索 

市民センターホームページ URL：http://www.sendai-shimincenter.jp 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★開室日：毎週 水・土・日 13：00～16：30 

★貸 出：１回５冊まで２週間借りることができます。 

※ただし「新刊」「話題の本」など表紙にシールが貼ってあるも

のに限り、お一人１冊の貸出となります。 

★返 却：開館日以外の返却はセンター窓口脇のボックスに 

「カード番号と名前」を記入し返却してください。 

※仙台市図書館の本は返却できません 

★貸出などをお手伝いいただける 

「図書ボランティア」さんを募集しています！ 
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